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   船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年５月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成３０年１１月１６日 １７時０５分ごろ 

発生場所 山口県下関市下関漁港 

 彦
ひこ

島大橋橋梁灯（C1 灯）から真方位０９２°１,０３０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５７.１′ 東経１３０°５５.０′） 

事故の概要 海上タクシー祐
ゆう

勝
しょう

丸は、南東進中、機関室から火災が発生した。 

祐勝丸は、機関室等に焼損を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年１１月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

海上タクシー 祐勝丸、１１トン 

 ２９０－２２７４８山口、個人所有 

 １１.９５ｍ（Lr）×３.５８ｍ×１.６６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４２３.００kＷ、昭和５８年１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５４年１１月７日 

  免許証交付日 平成２９年４月１４日 

         （令和５年３月３０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関室、機関室の通風機等に焼損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風速 約１.５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、旅客５人を乗せ、旅客を下関市

六連
む つ れ

島漁港から下関漁港に送り届ける目的で、平成３０年１１月１６

日１６時５０分ごろ六連島漁港を出港した。 

本船は、下関漁港内に入航し、下関市竹崎桟橋渡船場西方を約４～

５ノットの対地速力で南東進中、１７時０５分ごろ船長が旅客室にい

た旅客から焦げ臭いと知らされた。 

船長は、状況を確認しようと思い、旅客室後部のドアから外部に出

て機関室に向かおうとして同ドアの前に立ったとき、機関室囲いの窓
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越しに機関室内に炎を、また、機関室の通風機の排出口から煙が出て

いるのを認めた。 

船長は、旅客室後部のドアを開けて機関室囲い後部に行き、機関室

出入口ハッチカバーを開けたところ、機関室に煙が充満しており、機

関室の右舷側後部に取り付けてあるスイッチ類付近に炎を認めた。 

船長は、旅客室に戻り、旅客室の左舷船尾部に置かれた持運び式消

火器を持って機関室出入口ハッチに向かい、同ハッチから消火作業を

行ったが鎮火せず、その後バケツを使用して海水をかけたが鎮火しな

かった。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、船長が海上保安庁に本事故の発生を通報し、また、火災を

知った知人の船長の船にえい
．．

航されて下関漁港の岸壁に着岸した後、

旅客全員が同岸壁で下船した。 

本船は、来援した消防車の放水によって、１７時２０分ごろ鎮火し

た。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

 本船は、中央やや船首寄りに旅客室が配置され、旅客室の左舷船首

部に操舵席が備えられており、旅客室の後方に機関室があり、機関室

の上甲板上に船首尾方向約３.４３ｍ、左右舷方向約２.４０ｍ、高さ

約０.４７ｍの機関室囲いが設けられていて、機関室の船尾方にバッ

テリが置かれた区画があった。 

 機関室囲いは、船首側壁に外部から機関室内部が見えるように窓が

設けられており、天井の船首側に機関室の通風機が２台、その船尾側

に縦及び横の長さがそれぞれ約０.５０ｍの機関室出入口ハッチが設

けられていた。（写真１参照） 
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 機関室は、船首寄りに主機が、その両側に燃料油タンクが、左舷船

尾側の壁に配電盤が、右舷船尾側の壁にスイッチ類が取り付けられて

いて、電気配線が主に機関室の左舷側天井に敷設されており、また、

配電盤及びスイッチ類が、上部及び横からの水分が掛からないように

木製の枠で覆われていた。 

 本船は、本事故で、機関室囲いの天井及び左舷側上部並びに電気配

線類、配電盤及びスイッチ類に焼損が認められ、配電盤及びスイッチ

類の木製の枠が、外側から焼けているのが確認されたが、主機、主機

の排気管及び燃料油タンクに焼損が認められなかった。（写真２～４

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本船は、本事故の約３年前にバッテリが取り替えられたが、これま

で電気配線の点検が行われていなかった。 

 本船は、機関室に火災探知器及び自動拡散型消火器がなかった。 

写真１ 機関室囲い 

窓 

通風機（焼損） 

船首側 

写真２ 機関室左舷側上部 写真３ 機関室右舷側 

写真４ スイッチ類 

機関室囲いの窓 

木製の枠 

左舷側機関室囲いにある窓 

左舷側機関室 

囲いにある窓 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、下関漁港内を南東進中、機関室から出火したものと考えられ

る。 

 本船は、機関室の左舷側天井に敷設された電気配線に短絡等の異常を

生じて出火した可能性があると考えられるが、出火した状況を明らかに

することはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、下関漁港内を南東進中、機関室から出火したもの

と考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・専門業者等による定期的な電気配線の点検を行うことが望まし

い。 

・小型船舶には、機関室に火災探知器又は自動拡散型消火器を設置

することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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